
「新しい生活様式」を踏まえた学校衛生管理について

● 学校・学童・塾などで、クラスターが発生した事例はまだない。（北九州市は調査中）
● 文部科学省に報告があったもののうち、1人の児童生徒から多数が感染した事例はまだない。（同上）



「新しい生活様式」を踏まえた学校衛生管理について
（参考）「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い
教科活動

部活動
（自由意思の活動）

レベル３
できるだけ２ｍ程度

（最低１ｍ）
行わない

個人や少人数でのリスクの低い
活動で短時間での活動に限定

レベル２
できるだけ２ｍ程度

（最低１ｍ）
リスクの低い活動から

徐々に実施

リスクの低い活動から徐々に実
施し、教師等が活動状況の確認

を徹底

レベル１
１ｍを目安に学級内で

最大限の間隔を取ること
十分な感染症対策を

行った上で実施
十分な感染症対策を

行った上で実施

l 各学校の生活圏において、リンク不明の感染者が出てきたら、対応のレベルを上げ、感
染リスクの高い活動をより一層制限することが重要。

l 地域の感染者の情報は、ほとんどの自治体で衛生主管部局が毎日公表している。この
情報に十分注意を払っているかどうか。

l 衛生主管部局と教育員会が連携を密にし、地域の感染情報を共有し、感染者が多く出
ている校区の学校には、注意を促してほしい。

ü 今まで、クラス内で複数の感染者が発生しているケースは、すでにその前に地域
でリンク不明の感染者が多発していた。

ü 日ごろから衛生主管部局と十分に連携を。一度「学校クラスター」という言葉が出
ると、言葉が独り歩きする。（今まで「学校クラスター」と報道された事例は、いずれ
もまだ学校で感染したという正式認定はされていない。）



「新しい生活様式」を踏まえた学校衛生管理について

●学校で2メートルの距離を確保するのは困難。マスクと換気を組み合わせた総合的な対策を。

●一方、昨年度も学校の管理下において5千件を超える熱中症事故が発生しており、児童生徒が
死亡する事案も生じている。マスクにより熱中症リスクが高まる。

●登下校時など、屋外で一定の距離が確保できればマスクは外すなど、指導の工夫をお願いした
い。

●消毒の方法、次亜塩素酸水の留意事項、感染者が出た場合の消毒について情報を追加。（6/４）

身体的距離の確保・マスク・消毒



「新しい生活様式」を踏まえた学校衛生管理について
~学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（令和２年５月22日）より抜粋~

感染者が判明した学校の臨時休業の考え方

学校全部の臨時休業が必要な場合は、感染症対策の観点からは非常に限定的。

感染者が発生 濃厚接触者特定のための
臨時休業

感染者と濃厚接触者のみを
出席停止

濃厚接触者が多数いるなど
、広く感染が広がっていると
思われる場合
全部又は一部の臨時休業



学校等欠席者･感染症情報システムの特色

■リアルタイムの状況把握、情報共有

このシステムは、感染症で欠席する児童生徒等の発生状況をリアルタイムに把握して、学校
（保育園）、教育委員会（保育課）、保健所、学校医等と情報を共有することができる。

■学校（保育所）での活用
学校等では、欠席者等の状況の日々の変化や地域内での流行状況を把握して、自校での流
行を早期に探知し、感染症対策に役立てることができる。また、入力データが記録として整理さ
れ、集計表やグラフ等を作成して保健室だより等に活用することができる。また、学校では、教
育委員会に提出する出席停止や臨時休業の届を自動で作成することができる。

（イメージ図）
学校（保育園） 教育委員会
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・地図・一覧表

・グラフ

・メール

•学年、クラス毎

•症状別

還元

•地図・一覧表

•各校の詳細

•学級閉鎖状況の
リアルタイムチェッ

システム概要図
一般公開

セキュリティの確保
県庁 ＝SSL

欠席者入力
学校欠席
サーベイランス
サーバ

学校

保育園等

県教育委員会

還元

•地図・一覧表
•市町村毎の状況

還元

•地図・一覧表
•グラフ

担当学校・地域の情報
の還元

健康状態の観察

罹患状態の把握

県福祉保健部

インターネット網
学校医・

医師会

還元

•地図・一覧表
•流行状況の把握

保健所

還元

•地図・一覧表
•流行状況の把握

ク

市町村教育委員会
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■ 児童生徒の学びの確実な定着

子供たちの学習保障の感染症対策等への支援

染症対策の強化に必要な経費

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費 令和2年度第2次補正予算額(案) 405 億円

段階的な学校再開に対応する学校現場への支援メニュー

学校における

■ 新型コロナウイルス感
☞ 消毒液や非接触型体温計等の保健衛生用品の追加的な購入経費

☞ 特に感染症の拡大を警戒する必要がある地域において、
集団で検温を実施する場合に必要なサーモグラフィー等の
購入経費

☞ 教室における３密対策として、換気を徹底するためのサーキュレーター
等の購入経費

■ 夏季における学校給食実施に必要な経費
☞ 従来の夏季休業期間に学校給食を実施する場合に必要となる調理
員の熱中症対策に必要な経費

取組への支援
のために必要な経費

☞ 特に感染症の拡大を警戒する必要がある地域において、家庭における
効果的な学習のために用いる教材の購入等、児童生徒の学びのために
必要な経費

■ 家庭との連絡体制強化に必要な経費
☞ 家庭等との連絡や、保護者等からの問い合わせ対応のため、臨時的
な学校電話機の増設、学校における連絡体制の強化に必要な経費

■ 空き教室等の活用に必要な経費
☞ 教室における3密対策として、空き教室等を活用して授業を実施する
場合に必要となる備品等の購入経費

（概 要）
○ 学びを段階的に再開する学校や、すでに再開した学校においては、感染拡大のリスクを最小限にするため学校における感染症対策を強化
するとともに、分散登校等の積極的な活用と家庭学習を組み合わせることにより、子供たちの学習保障等に万全を期す必要がある。

○ 各学校が、段階的な学校再開に際して学校の感染症対策等を徹底しながら子供たちの学習保障をするために、新たな試みを実施するに
当たり、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、 学校教育活動の再開を支援する経費を国が緊急的に措置する。
➡ 補助対象：小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等 ➡ 補助率：公立・私立（1/2） 国立（10/10）

※地方負担分は、地方創生臨時交付金により措置予定
➡ 交付額：地域の感染状況、学校規模等に応じ１校当たりの上限額（100万～300万円程度＊感染状況等に応じて加算あり）

の範囲で、学校長等が支援メニューから自由に選択可能


